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仕様書 

１ 基本事項  

１ 業務名 

  被保護者居住生活サポート事業運営業務 

 

２ 業務の目的 

  本業務は、生活保護受給者のうち、入院医療の必要性が低い入院患者や、保護施設への  

入所者などについて、その実態を把握し、地域生活が可能となった者について、退院・退所

及び地域生活への移行と地域での安定した居住生活を支援することを主な目的とする。 

 

３ 履行場所 

 堺市役所又は受注者事務所。受注者事務所については、効率よく各保健福祉総合センター

へ訪問出来るよう堺市内に確保し、発注者が承認した場所とする。また、業務遂行するうえ

で個人情報が安全・適正に管理される場所とし、賃料等の必要経費は全て受注者の負担とす

る。 

  なお、必要な通信手段については、受注者にて確保し、費用は受注者の負担とする。 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（ただし契約締結日から令和６年３月３１日までは準備期間とし、運営開始は令和６年４

月１日からとする。） 

 

５ 業務日時 

  月曜日から金曜日までの午前９時００分から午後５時３０分の間とし、「国民の祝日に  

関する法律」に規定する休日、及び１２月２９日から１月３日までを除く。 

なお、本市と受注者との協議により、業務を要しない日時等を別に定めることができるこ

ととする。 

 

６ 対象者 

下記（１）～（３）のいずれかに該当し、各保健福祉総合センターが保護の実施責任を   

負う生活保護受給者（約６００名程度を想定） 

（１） 居住地のない医療扶助による入院患者であり、その入院期間が１８０日を超える  

（他法又は自費による入院期間を含む。以下同じ。）者 

（２） 居住地のない医療扶助による入院患者であり、入院医療の必要性が低い者のうち、  

各保健福祉総合センターが指定した者（入院期間１８０日未満） 

（３） 生活保護法第３８条に規定する保護施設に入所している者 
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７ 業務スケジュール 

（１） 対象者について 

   契約締結日から令和６年４月末までに発注者が対象者の決定を行う。 

（２） 実態把握の計画策定について 

   令和６年４月末までに（１）で決定した対象者の実態把握について年間計画を策定し、

各保健福祉総合センター及び、生活援護管理課へ報告すること。 

実態把握は令和６年４月から令和７年２月末まで毎月実施すること。 

やむを得ない事情により計画を変更する場合は発注者へ報告すること。 

（３） 実態把握について 

  年間計画に沿った実態把握を行い、各保健福祉総合センター及び生活援護管理課へ実態

把握月の翌月１０日までに報告すること。 

（４） 地域移行支援プログラムについて 

   実態把握にて各保健福祉総合センターが退院・退所を可能と判断したものについては随

時、地域移行支援プログラムの策定を実施すること。 

（５） 地域移行支援について 

  （４）で策定したプログラムに沿って、居住生活支援員が中心となり各保健福祉総合セン

ター及び必要な各関係機関と連携し、退院・退所に向けた調整を行うこと。 

 

８ 業務遂行にかかる費用 

  業務遂行にかかる費用は受注者の負担とする。 

 

２ 重要事項  

１ 業務従事者の名称 

  従事者が本業務に従事する際は、居住生活支援員を名乗るものとする。 

 

２ 業務従事者証の携帯について 

  業務に従事する従事者は、業務を遂行する際は、常に本市が発行する業務従事者証を所持

しなければならない。また、従事者が変更となった場合は速やかに報告し、業務従事者証を

返却しなければならない。 

 

３ 業務従事者の名簿について 

  業務に従事する者についての名簿を作成し、本市へ令和６年４月末までに提出すること。

変更があった場合は随時更新し、本市へ変更があった翌月末までに提出しなければならない。 

 

４ 業務の報告 

（１） 受注者は対象者の実態把握後、把握月の翌月１０日までに各保健福祉総合センターに

報告しなければならない。様式については本市と協議の上決定する。 

（２） 受注者は各関係機関等から連絡があった場合など生活保護受給者に係る状況について
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報告を要する事項が発生した場合は、１週間以内に各保健福祉総合センターに報告しな

ければならない。 

（３） 受注者は毎月の業務状況を、翌月１０日までに生活援護管理課に報告しなければなら

ない。様式については本市と協議の上決定する。 

 

３ 業務実施体制に係ること  

１ 業務実施体制 

受注者は、次項の「４ 業務一覧」を適切に履行できる人員体制を整備すること。業務責

任者１名以上の配置を必要とし、居住生活支援員との兼務はできないものとする。ただし、

感染症の拡大等やむを得ない事情により居住生活支援員が不在となる場合は、業務責任者が

居住生活支援員を兼務することについて、本市と協議の上決定する。 

 

２ 従事者の資格 

（１） 業務責任者及び居住生活支援員 

   生活保護受給者若しくは生活困窮者の面接・相談・支援に関する業務、又は長期入院（入

所）者の退院（退所）支援に関する業務について、十分な知識を有する者であること。 

  社会福祉主事任用資格をもち、かつ下記（ア）（イ）のいずれか１つを満たすものであるこ

と。 

 （ア） 生活保護受給者若しくは生活困窮者の面接・相談・支援に関する業務、又は長期入

院（入所）者の退院（退所）支援に関する業務について、十分な知識を有する者であ

ること。 

 （イ） 下記のいずれかの資格を有する者 

・社会福祉士 

・精神保健福祉士 

・保健師 

・介護支援専門員 

 

４ 業務一覧  

 １．業務内容 

（１） 業務責任者は以下の業務を行う。 

 （ア） 各保健福祉総合センター及び生活援護管理課との連絡調整、業務全体の統括 

 （イ） その他、目的を達成するために必要なこと 

（２） 居住生活支援員は以下の業務を行う。 

 （ア） 対象者（１ 基本事項  ６ 対象者（１）、（２）、（３）約６００名程度を想定）

に対する実態把握（対象者 1名につき年１回以上、詳細は２．（１）実態把握） 

 （イ） （ア）の結果、若しくは、（ア）の後に著しく状況が変化し、入院・入所の必要性が

低いと判断した者に対する地域移行支援プログラムの実施、各保健福祉総合センター

及び関係機関（入院・入所先等）との連絡調整（対象者 1名につき月１回以上を目安
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とする。約５０名程度を想定。詳細は２．（２）地域移行支援プログラムの実施） 

    ※地域移行とは対象者が居宅又は、施設等（介護保険施設・老人福祉施設・サービス

付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等の高齢者向け住宅・障害者グループホーム・

障害者支援施設・保護施設）へ転居することをいう。 

 （ウ） 各保健福祉総合センター及び関係機関（医療機関、施設等、障害者基幹相談支援セ

ンター等）との連絡調整 

 （エ） 各保健福祉総合センター及び生活援護管理課への上記（ア）、（イ）、（ウ）に係る 

内容の報告・連絡・調整 

 （オ） その他、目的を達成するために必要なこと 

 

２．業務内容の詳細 

（１） 実態把握 

  「医療扶助における長期入院患者の実態把握について」（昭和 45年 4月 1日厚生省社

会局保護課長通知）を参考にしたうえで、対象者の入院・入所先や退院・退所先に訪問

するなどして、主治医又は退院支援を担う者（退院調整部門の看護師又は社会福祉士等

（施設の場合は施設職員等））から対象者の入院・入所先の状況、病状や障害等の状況、

介護保険サービス利用等に係る状況、金銭面、入院・入所の継続にかかる意見、退院・

退所に向けた阻害要因に係る意見などを聴取し、 ２ 重要事項  ４（１）の様式に

より、本市へ報告を行う。また、必要に応じて、対象者又は家族等からも生活状況や退

院・退所についての意向を確認するため、面談等を実施し、その内容についても併せて

報告する。 

（２） 地域移行支援プログラムの実施 

    対象者の退院（退所）を阻害している要因の解消を図るため、上記（１）の内容をふ

まえた地域移行支援のための計画を作成し、退院（退所）のために解決が必要となる課

題の分析（退院（退所）後の通院先や通院頻度、介護サービスや障害福祉サービスの利

用状況、金銭管理等）、対象者及び家族との相談、施設等入所を含めた退院（退所）先の

確保・調整等を行い、実態に即した方法により、適切な退院（退所）支援を計画に基づ

き実施する。また、支援の経過については書面で随時本市へ報告する。 

（３） 連絡調整 

    対象者（家族等を含む）及び各保健福祉総合センター・関係機関（医療機関、施設等、

障害者基幹相談支援センター等）との連絡調整を行う。 

 

（４） 定着支援 

    対象者が居宅又は、施設等へ地域移行後１か月以内に各保健福祉総合センターへ生活

状況の確認等の報告を行う。また、必要に応じて各保健福祉総合センターと訪問を実施

する。 

 

（５） 集計・報告・分析 

    対象者の実態把握の結果を各保健福祉総合センターに実態把握月の翌月末までに報告

する。また、実態把握の結果を毎月集計し、各保健福祉総合センター及び生活援護管理
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課に翌月１０日までに報告する。また、実態把握を行った対象者の年齢・入院（入所）

理由・家族との交流状況や地域移行阻害要因等の傾向について履行期間中に１回以上分

析を行い、生活援護管理課に提出する。 

※（１）～（３）の業務の実施にあたっては、感染症等に伴って業務の通常実施が困難と

なる場合においてもＩＣＴの活用又はそれに代わる手法等、柔軟な対応により、確実に

業務を履行すること。 

 

５ 個人情報保護  

   本業務は、個人情報を取り扱うため、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、

また、受注者の従事者にも各条項の規定を遵守させ、次に掲げる個人情報保護の措置を講

じること。 

（１） 本業務にかかる個人情報について、第三者への提供を禁止すること。 

（２） 本業務に関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書、図面又は電磁

的記録の複写及び複製を禁止すること。 

（３） 本業務を受注し、又は受注していた業務に従事している者又は従事していた者は、  

その業務に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせること、又は不当な目的の 

利用について、禁止すること。 

（４） 履行場所となる事務所については、施錠できる部屋を設けること。また、個人情報が

含まれる電子記録はすべてパスワードを設定して管理し、個人情報を含む紙媒体は鍵が

かかるロッカー等で管理すること。また、保有した個人情報は、保有する必要がなくな

った場合や契約が終了した場合若しくは契約が解除された場合は、判読不可能となる方

法で、確実に消去又は廃棄し、書面で本市に報告すること。 

（５） 対象者の入院・入所先や退院・退所先に訪問する際や各保健福祉総合センターへの  

報告及び関係機関との連絡調整等の際に、個人情報を含む紙媒体を持ち出す際は紛失 

や盗難等の恐れがないよう細心の注意を払うこと。また、原則として個人情報を含む  

電子記録のやりとりにおいてUSB メモリ等の使用を禁止する。 

（６） 本市は、受注者又は従事者等が（１）から（５）までの規定に違反し、本市又は第三

者に損害を与えた場合は、受注者に対し契約の解除又は損害賠償の請求若しくはその両

方をすることができるものとする。 

（７） 必要に応じて、本市による立ち入り検査を受けること。 

６ 暴力団等の排除について 

１．入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止  

（１） 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同

要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、

原材料の購入契約その他の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）としてはならな

い。  

（２） これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契
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約等の解除を求めることができる。  

 

２．再委託契約等の締結について  

受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契

約約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。  

 

３．誓約書の提出について  

（１） 受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係

者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約の

場合、もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体で

ある場合はこの限りでない。  

（２） 受注者は、再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第８条第

２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、本市へ提出

しなければならない。  

（３） 受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものと

する。  

 

４．不当介入に対する措置  

（１） 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を

利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以

下「不当介入」という。）を受けたときは、直ちに本市に報告し、警察に届け出なければ

ならない。  

（２） 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、

直ちに本市に報告し、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければな

らない。  

（３） 本市は、受注者が本市に対し、（１）及び（２）に定める報告をしなかったときは、堺

市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。  

（４） 本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行につい

て遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（１）に定める報告及び届

け出又は（２）に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延

長等の措置をとるものとする。 

 

７ その他  

１ 本仕様書に定めのない事項については、本市及び受注者双方が協議して定めるものとする。 

２ 業務を遂行する際は、アルコール等による手指の消毒、マスクの着用等、感染症対策を  

徹底の上、遂行すること。感染症対策を含め、業務の遂行にあたって必要となる物品に   

ついては受注者が用意するものとし、その準備にかかる費用はすべて受注者が負担すること。 

３ 本業務にかかる協議、打ち合わせ等の必要経費及びその他の経費は全て受注者の負担と 

する。また、支援対象者に経費の支払いを求めてはならない。  
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４ 受注者は、従事者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務の遂行をする 

よう適切な研修を実施すること。 

５ この契約の履行期間が満了するとき（満了後も引き続き、業務を遂行することとなる場合

は除く。）又は契約書に基づく契約の解除があるときの引き継ぎは、受注者は、誠実に対応  

するものとする。 

６ 受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。

以下「障害者差別解消法」という。）に基づく不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の  

提供に関しては、障害者差別解消法第１１条の規定により主務大臣が定める指針を遵守する

とともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する堺市職員対応要領（平成２８年３月

策定）を踏まえ、適切な対応に努めること。 


